
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡労働災害が多発している現状に歯止めをかけるため、 

「労働災害防止対策強化期間」を設定します 

 

長崎県においては、令和２年 1月から８月までの間で、すでに８人の方が労働災害で

尊い生命を落とされ、昨年、一昨年の同時期の死亡者数を大幅に上回っています。通常、

死亡災害の発生は９月以降に増加する傾向があり、このままでは過去５年間で最多であ

った平成 29 年の 16 人を超えることも想定され、大変憂慮すべき事態となっています。

（別添１、別添２参照） 

また、休業４日以上の労働災害も令和元年は 1,580件（前年比＋81件）と大幅に増加

し、令和２年も８月末現在で 931 件（前年同期比＋44 件）と依然増加傾向にあります。

（別添１、別添３参照） 

長崎労働局（局長 瀧ヶ平 仁）では、このような状況に歯止めをかけるため、労働災

害を減少させる取組は結果的に死亡労働災害を減少させることに繋がることに着目し、

労働災害の多発が見込まれる年末までの 10月 1日から 12月 31日までの３か月間を「労

働災害防止対策強化期間」と定め、管内の労働災害防止団体等に対し緊急要請（９月 23

日付け）を行うとともに管内の事業者団体に対し周知依頼を行いました。 

なお、管内労働基準監督署では、「労働災害防止対策強化期間」に管内事業場に対し通

常の指導等に加え、本期間の取組の趣旨を説明し、自主的な労働災害防止活動の活性化

を促すこととしています。 

 

【本期間の取組のポイント】 

本期間の取組のポイントは以下のとおりです。 

 

１ すべての事業場における取組 

(１) 経営トップが労働災害防止について所信を表明し、労働者への周知を行うこと。 

(２) 安全管理体制と活動状況を見直し、安全活動の活性化を図ること。 

(３) 一人作業における作業手順の確認及び危険予知(KY)活動の実施。 

(４) 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインによる取組の実施。 

（別添４「エイジフレンドリーガイドライン」） 

(５) 経験が浅い労働者の労働災害を防止するため、安全教育を充実させること。 

(６) 転倒や墜落災害の防止を徹底するための危険個所を特定し改善を行うこと。 
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２ 主な業種ごとの取組 

（１）建設業 

  ア ３大災害（墜落・転落災害、建設機械・クレーン等災害、倒壊・崩壊災害）

の防止対策の徹底 

  イ 工事現場の安全管理体制、安全点検体制の確立・整備 

  ウ 店社における工事現場の安全指導、支援体制の確立 

 

(２) 製造業 

   ア 安全な機械の採用及び使用の徹底 

 イ 製造現場の安全管理体制、安全点検体制の確立・整備 

ウ 安全作業マニュアルの整備、定期的な見直し 

 

(３) 造船業 

ア 火災・爆発の危険がある場所での火気使用厳禁の徹底 

イ 墜落・転落災害、クレーン災害の防止対策の徹底 

ウ 元請による下請事業者に対する安全指導、支援体制の確立 

 

(４) 道路貨物運送業 

  ア 荷役作業における労働災害防止対策の徹底 

  イ 交通労働災害防止対策の徹底 

 ウ 過重労働防止のための適正な労働時間等の管理及び運行管理の徹底 
 

添付資料 

・労働災害発生状況（別添１） 

・令和２年 死亡災害一覧（8月末現在）（別添２） 

・令和２年 業種別署別労働災害発生状況（8月末現在）（別添３） 

・エイジフレンドリーガイドライン（別添４） 

・労働災害防止団体への要請書（別添５） 

※要請を行った団体 

長崎県労働基準協会 

建設業労働災害防止協会 長崎県支部 

日本クレーン協会 長崎支部 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会 長崎県支部 

林業・木材製造業労働災害防止協会 長崎県支部 

長崎県建設産業労働組合 

長崎県経営者協会 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 長崎県支部 

建設荷役車両安全技術協会 長崎県支部 

長崎県警備業協会 

・事業者団体への周知依頼（別添６） 

  ※周知依頼を行った団体 

  長崎県経営者協会 

  長崎県中小企業団体中央会 

  長崎県商工会議所連合会 

  長崎県商工会連合会 
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長崎県内における死亡労働災害の発生状況（過去５年間）

【別添１】

81件（5.4％）増加

44件（5.0％）増加

急増！！



令和２年死亡災害発生状況           長崎労働局 
（8月末現在） 
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発 生 状 況 の 概 要 

業 種 

起 因 物 

事 故 の 型 
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轄

署 

 

 

1 2.1 

男 
被災者は、港に係留中の起重機船の甲板上で、仮置きして

いた鋼製の作業台（高さ 5.89ｍ）のはしご道を降りていた

ところ、足を掛けていたはしごの踏みさんが折れ 4.75ｍの

位置から墜落したもの。 

建設業 

(土木工事業) 長 
 

崎 

作業員 階段、桟橋 

63歳 墜落・転落 

2 2.1 

男 
法人所有地に隣接する林道で立ち枯れた樹木（高さ約 12

ｍ、胸高直径 40ｃｍ）をチェンソーを用い伐倒したところ、

倒れた樹木の枝が跳ね返り、伐倒作業を行った被災者の頭部

に激突したもの。 

その他 

（社会福祉施設） 佐 

世 

保 

介護員 立木等 

69歳 激突され 

3 2.1 

男 

 建造中の船舶でタンクの水洗い作業に従事していた被災

者が、マンホールからタンク内に降りていたところ、高さ約

12ｍ下のタンク底に墜落したもの。 

製造業 

（造船業） 長 
 

崎 

洗浄工 建築物、構築物 

59歳 墜落・転落 

4 2.6 

男 
 修繕船の船内でアイスコンバー（氷を砕く機械）の点検口

の取り付け作業を行っていたところ、室内から出火し消防隊

員が救出したものの死亡していたもの。 

製造業 

（造船業） 江 
 

迎 

作業員 調査中 

25歳 火災 

5 2.6 

男 
修繕船の船内でアイスコンバー（氷を砕く機械）の点検口

の取り付け作業を行っていたところ、室内から出火し消防隊

員が救出したものの死亡していたもの。 

製造業 

（造船業） 江 
 

迎 

作業員 調査中 

67歳 火災 

6 2.6 

男 
 海上において、台船を曳航船にて岸壁へ接岸作業中、台船

の端にかけていた係留ロープを取り外しに行ったところ、係

留ロープとともに海へ転落したもの。 

水運業 
長 

 

崎 

作業員 その他の乗物 

67歳 おぼれ 

7 2.6 

女 
事業場所有の自動車を運転し、依頼者のもとへ食材を配達

後、別の依頼者のもとへ食材を配達するために自動車で向か

っていたところ、民家の壁に衝突したもの。 

商業 

（小売業） 対 
 

馬 

販売員 乗用車 

67歳 交通事故 

8 2.8 

男 
 被災者は出張作業において、車両系建設機械の修理作業を

行っていたところ、停車中の積載型トラッククレーンと移動

式クレーンの上部旋回体との間に腹部を挟まれたもの。 

製造業 

（その他） 諫 
 

早 

機械修理工 移動式クレーン 

50歳 はさまれ、巻き込まれ 

 
合 計 

管  轄  署  別 業    種   別 

長 崎 佐 世 保 江 迎 島 原 諫 早 対 馬 製 造 建 設 
運 輸 

交 通 

農 林 

水 産 
商 業 そ の 他 

令和 2年 8 3 1 2  1 1 4 1 1  1 1 

平成 31年 6 2 2  1 1  1 3 1   1 

別添２ 



死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡

製造業小計 55 1 47 0 17 2 32 0 30 1 3 0 184 4 214 1 -14.0%

  食料品製造業 15 0 9 0 9 0 20 0 16 0 1 0 70 0 67 0 4.5%

  繊維工業 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.0%

  衣服その他の繊維 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -100.0%

  木材・木製品 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 5 0 3 0 66.7%

  家具・装備品 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0.0%

  紙・紙加工品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -100.0%

  印刷・製本 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -50.0%

  化学工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 -66.7%

  窯業土石 4 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 9 0 22.2%

  鉄鋼業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -100.0%

  非鉄金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -100.0%

  金属製品 5 0 12 0 2 0 2 0 4 0 0 0 25 0 45 0 -44.4%

  一般機械器具 3 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 16 0 -37.5%

  電気機械器具 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 -87.5%

  輸送用機械等 23 1 15 0 3 2 1 0 1 0 0 0 43 3 35 1 22.9%

うち造船 23 1 12 0 2 2 1 0 0 0 0 0 38 3 31 1 22.6%

  電気･ガス･水道業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -100.0%

  その他の製造 1 0 3 0 1 0 2 0 6 1 0 0 13 1 12 0 8.3%

鉱業小計 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.0%

　石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 －

　土石採取業 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.0%

　その他の鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 －

建設業小計 40 1 23 0 8 0 13 0 23 0 7 0 114 1 122 3 -6.6%

　土木工事 7 1 2 0 4 0 4 0 7 0 2 0 26 1 40 2 -35.0%

　建築工事 22 0 14 0 2 0 7 0 13 0 5 0 63 0 55 1 14.5%

　その他の建設 11 0 7 0 2 0 2 0 3 0 0 0 25 0 27 0 -7.4%

運輸交通業 35 1 10 0 9 0 9 0 45 0 1 0 109 1 84 1 29.8%

　鉄道等 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 0 －

　道路旅客 5 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12 0 12 0 0.0%

　道路貨物運送 24 0 7 0 7 0 9 0 42 0 1 0 90 0 72 1 25.0%

　その他の運輸交通 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 －

貨物取扱業 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 10 0 -50.0%

農林業 7 0 3 0 4 0 4 0 8 0 1 0 27 0 19 0 42.1%

　農業 3 0 3 0 3 0 4 0 7 0 0 0 20 0 11 0 81.8%

　林業 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 0 8 0 -12.5%

畜産・水産業小計 11 0 1 0 3 0 4 0 0 0 8 0 27 0 24 0 12.5%

　畜産業 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0.0%

　水産業 10 0 1 0 3 0 0 0 0 0 8 0 22 0 19 0 15.8%

第三次産業小計 225 0 76 1 20 0 37 0 86 0 20 1 464 2 413 1 12.3%

商業 54 0 19 0 7 0 15 0 26 0 7 1 128 1 128 0 0.0%

金融広告業 8 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 12 0 19 0 -36.8%

映画・演劇業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 －

通信業 9 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 17 0 9 0 88.9%

教育・研究業 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 3 0 166.7%

保健衛生業 78 0 29 1 3 0 7 0 20 0 1 0 138 1 139 1 -0.7%

接客娯楽業 24 0 9 0 6 0 4 0 16 0 3 0 62 0 48 0 29.2%

清掃・と畜 27 0 6 0 0 0 4 0 12 0 3 0 52 0 30 0 73.3%

官公署 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -100.0%

その他の事業 22 0 10 0 2 0 5 0 4 0 4 0 47 0 36 0 30.6%

合計 375 3 162 1 62 2 99 0 192 1 41 1 931 8 887 6 5.0%

前年同時期 328 2 172 2 65 0 91 1 187 1 44 0 887 6

対前年増減数 47 1 -10 -1 -3 2 8 -1 5 0 -3 1 44 2

対前年増減率 14.3% 50.0% -5.8% -50.0% -4.6% － 8.8% -100% 2.7% 0% -6.8% － 5.0% 33.3%
死傷病報告による（死亡者は内数）

前年同期
増減率

死亡災害件数については、業務上外調査中を含む

令和2年　業種別・署別労働災害発生状況 　　　長崎労働局 
令和2年8月31日

長　崎 佐世保 江　迎 島　原 諫　早 対　馬 合　計

別添３



長崎県でも働く高齢者が増えています。60歳以上の高齢労働者は職場での貴重な戦力と
なっており、特に商業や保健衛生業をはじめとする第三次産業で活躍しています。
こうした中、労働災害による死傷者数では60歳以上の労働者が占める割合は31.1％（令和

元年）で増加傾向にあります。

エイジフレンドリーガイドライン
（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）

厚生労働省では、令和2年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」

（エイジフレンドリーガイドライン。以下「ガイドライン」）を策定しました。

＜年齢別死傷災害発生状況（休業４日以上）＞

高齢労働者が元気でいきいき働くことができる職場を目指しましょう！

倍増！！

【出典：労働者死傷病報告】

厚生労働省・長崎労働局・労働基準監督署

このガイドラインは、雇用される高齢者を対象としたものですが、請負契約により高齢者を就業さ
せることのある事業者においても、請負契約により就業する高齢者に対し、このガイドラインを参
考として取組を行ってください。

別添４

1



< 過去5年間（平成27年～令和元年）年齢別休業見込み期間の長さ >

＜年齢別事故型別割合過去３年間（H29～Ｒ元）＞

労働災害発生率は、若年層に比べ高年齢層で相対的に高くなり、中でも、
転倒災害の発生率が若年層に比べ高くなっています。
転倒災害による休業期間が１か月以上となる場合が多く、高年齢層では顕

著です。

【出典：労働者死傷病報告】
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